
R04通学路合同点検　要対策箇所（宮村小学校）

宮村小学校

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

：対策済箇所

②

①

・側溝及び桝の上にカバーが無

く、転落の恐れあり
〈対策〉
・現状注意喚起用のポールが
設置している。
児童に対する通学指導の中で、
対応する。

・注意喚起用標識設置

及び外線の設置
〈対策〉
・注意喚起用標識設置
及び外線の設置

③

・登校中、三股中に向か
う自転車とのすれ違い
が危険
〈対策〉
・停止線の引き直し及び
児童生徒の通学指導

④

・見通しが悪い上に、
自動車がスピードを
出し過ぎて走行して
いる。



【宮村小学校】

№ 地区名 恒久対策 事業主体

1 寺柱地区 同左 町教委

2 大鷺巣地区 同左 三股町

3 県道12号線（都城
東環状線）

同左
町教委
警察

4 県道222号線（三
股安久線）

同左 土木事務所

側溝・桝の上にカバーが無く、転落の恐れあり
現状、注意喚起用のポールが設置さ
れている。児童に対する通学指導の
中で対応を行う。

町道並木線　御年神社付近から三軒
道路に向けての区間

側溝が開渠であり、草が伸びて側溝が見づらい 令和5年度以降に区画線設置を行う

宮村村前1774-1付近Ｔ字路（宮村郵
便局前歩道）

登校中、三股中に向かう自転車とのすれ違いが危険
停止線の引き直し及び児童・生徒の
通学指導

小鷺巣自治公民館付近　道路
見通しが悪い上に、自動車がスピードを出し過ぎて走行
している

注意喚起用のドッドラインの設置

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

対策内容箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容

宮村前畑1193南西側　桝及び前畑
1234北東側　側溝（2箇所)

学校区域図


